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「ロックオン」事件

ユアサハラ法律特許事務所／商標判例研究会
伊達　智子

商標判例読解52

（第42類の役務における「電子計算機用プログラム」の解釈
と商標法第26条１項１号該当性判断）

判 決 日：平成29年５月11日
裁 判 所：大阪地裁第26民事部（髙松宏之、田原美奈子、林啓治郎）
事件番号：平成28年（ワ）第6268　商標権侵害差止請求事件
結　　論：一部認容、一部棄却
関連条文：商標法２条、26条、36条
出　　典：裁判所ウェブサイト



特 許 ニ ュ ー ス 平成29年９月21日（木曜日）（　　　）（第三種郵便物認可）2

★キーポイント
　第42類の役務における「電子計算機用プログ
ラム」はその利用により達成される目的ないし
機能を問わないものであると解するのが相当で
あるとして、日本の登録実務に沿った判断が示
された事例。
　自己の商号に会社ロゴと会社スローガンを組
み合わせた標章について、自己の名称を「普通
に用いられる方法で表示する」場合に当たらな
いと判断された事例。

第１　事案の概要
　本件は、本件商標権１及び２（以下、併せて「本
件商標権」という。）を有する原告が、被告が「株式
会社ロックオン」等を含む被告各標章をインター
ネット上のホームページ等の広告に使用する行為が
本件商標権を侵害すると主張して、被告に対し、被
告各標章の使用の差止およびホームページ等からの
抹消を請求した事案である。
１．事実関係
（１）当事者

原告（ビジネスラリアート株式会社）は、コ
ンピュータ・システム及びソフトウェアの開発
等を目的とする株式会社である。

被告（株式会社ロックオン）は、コンピュー
タに関するシステム開発・販売、情報処理サー
ビス業、情報提供サービス業等を目的とする株
式会社である。

　
　＜本件商標権１＞

　登録番号　第4839624号
　出 願 日　平成16年３月29日
　登 録 日　平成17年２月18日
　指定商品及び指定役務（一部抜粋）
　　　　　　第９類　電気通信機械器具、電子応用
　　　　　　　　　　機械器具及びその部品

　　　　　　第42類　電子計算機のプログラムの設
　　　　　　　　　　計・作成又は保守、電子計算
　　　　　　　　　　機用プログラムの提供

　＜本件商標権２＞

　登録番号　第5704605号
　出 願 日　平成26年３月10日
　登 録 日　平成26年９月26日
　指定商品及び指定役務（一部抜粋）
　　　　　　第９類　電子通信機械器具、電子応用
　　　　　　　　　　機械器具及びその部品
　　　　　　第42類　電子計算機のプログラムの設
　　　　　　　　　　計・作成又は保守、電子計算
　　　　　　　　　　機用プログラムの提供
　
＜被告標章６＞

（２）争いのない事実
ア　被告は、ASPサービス（Application Server 

Provider：ソフトウェアを、インターネット
を介して利用させるサービス）を営む業者と
して、「AD EBiS（アドエビス）」、「THREe（ス
リー）」及び「SOLUTHION（ソリューショ
ン）」（以下「被告３サービス」という。）とい
う役務を提供している（これらの役務と本件
商標権の指定商品・指定役務との同一・類似
性には争いがある。）。

また、被告は、ダウンロード可能なソフト
ウェアである「EC-CUBE（イーシーキュー
ブ）」（以下、被告３サービスと併せて「被告
４サービス」という。）をインターネット等の
ネットワークを介して、需要者に提供してい
る。「EC-CUBE」による役務は第42類の「電
子計算機用プログラムの提供」に該当し、同
役務によって提供されるソフトウェアは第９


